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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の階の間で乗客を搬送するエレベータケージ（ＥＣ）を備えるエレベータ装置を制
御する方法であって、
　ａ）乗客の移動要求が、行き先呼び出し制御装置によって入力されるとともに、行き先
呼び出し制御装置により行き先呼び出しとして予約される工程と、
　ｂ）エレベータケージ（ＥＣ）内における瞬間の積載量が所定の時間点で積載量測定装
置によって決定される工程と、を有し、
　ｃ）瞬間の積載量はエレベータケージが満載状態であることを示す満載パラメータと比
較され、カウンタ（ＣＦＬＤＰ）が瞬間の積載量が満載パラメータよりも大きいエレベー
タケージ（ＥＣ）の移動の開始を数え、バイパス機能の作動のための所定の値を超える場
合にバイパス機能が作動され、バイパス機能は、エレベータケージ（ＥＣ）の片道（ＨＲ
１）中に通り過ぎる階であって行き先の階が予約されている階に対して作動されることを
特徴とする、方法。
【請求項２】
　バイパス機能が作動されると、エレベータケージ（ＥＣ）の片道（ＨＲ１）中に通り過
ぎる階であって行き先呼び出しが予約されている階へ向かうエレベータケージ（ＥＣ）の
移動は、瞬間の積載量が再び満載パラメータを下回るまで差し止められることを特徴とす
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　満載パラメータを超える前に予約された行き先呼び出しであって、作動されたバイパス
機能に起因して片道（ＨＲ１）時に処理されなかった行き先呼び出しは、移動方向が同じ
優先的な片道（ＰＨＲ３）へと移され、優先的な片道（ＰＨＲ３）は、片道（ＨＲ１）後
の同じ移動方向での移動で、エレベータケージ（ＥＣ）によって扱われることを特徴とす
る、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　満載パラメータを超える前に予約され、且つ最初の片道（ＨＲ１）及び／又はその後の
優先的な片道で処理されなかった全ての行き先呼び出しが処理された場合にのみ、満載パ
ラメータを超えた階（１０）へエレベータケージ（ＥＣ）が再び移動されることを特徴と
する、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　行き先呼び出し制御装置によって予約された降りる乗客の数から行き先呼び出し制御装
置によって予約された乗り込む乗客の数を引いた値が計算され、前記値が、片道（ＨＲ１
）で通過する階における乗客の行き先呼び出しの数よりも大きい場合にのみ、エレベータ
ケージ（ＥＣ）が１つの階へ移動することを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　瞬間の積載量が満載パラメータよりも小さくなるエレベータケージ（ＥＣ）の各開始毎
に、カウンタの値が減少されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　バイパス機能の作動後、時間が監視されるとともに、カウンタの値が定期的に減少され
、時間が経過し且つカウンタの値がバイパス機能の作動のための値を下回った場合にのみ
、バイパス機能が停止されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　エレベータケージ（ＥＣ）と、エレベータケージ（ＥＣ）内の瞬間の積載量を決定する
ための積載量測定装置と、搬送される乗客の移動要求を入力して行き先呼び出しとして予
約することができる行き先呼び出し制御装置とを有するエレベータ装置において、瞬間の
積載量はエレベータケージが満載状態であることを示す満載パラメータと比較され、カウ
ンタ（ＣＦＬＤＰ）が、瞬間の積載量が満載パラメータよりも大きいエレベータケージ（
ＥＣ）の移動の開始を数え、バイパス機能の作動のための所定の値を超えた時にバイパス
機能が作動され、バイパス機能は、エレベータケージ（ＥＣ）の片道（ＨＲ）中に通り過
ぎる階であって行き先呼び出しが予約された階に対して作動されることを特徴とする、エ
レベータ装置。
【請求項９】
　瞬間の積載量が満載パラメータよりも大きくなるエレベータケージ（ＥＣ）の各開始に
伴ってバイパス機能の作動のための値を増大するカウンタ（ＣＦＬＤＰ）を有し、所定の
最大値に達した時にバイパス機能が作動され、カウンタは、瞬間の積載量が満載パラメー
タよりも小さくなるエレベータケージ（ＥＣ）の各移動に伴って、バイパス機能の作動の
ための値を減少することを特徴とする、請求項８に記載のエレベータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の複数の階の間で乗客を搬送するエレベータケージを備えるエレベータ
装置を制御するための方法に関する。この方法は、乗客の移動要求が行き先呼び出し制御
装置によって入力され、且つ行き先呼び出し制御装置により行き先呼び出しとして予約さ
れることを提案する。また、エレベータケージ内の瞬間の積載量は、所定の時間点で、積
載量測定装置によって決定される。また、本発明は、エレベータケージと、エレベータケ
ージ内の瞬間の積載量を決定するための積載量測定装置と、搬送される乗客の移動要求を
入力して行き先呼び出しとして予約することができる行き先呼び出し制御装置とが設けら
れたエレベータ装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　高い建物、特にいわゆる超高層ビルにおいては、行き先呼び出し制御装置によって制御
されるエレベータが使用される。この場合、移動の行き先は、移動開始前に、テンキーま
たは他の形式の入力手段を介して、全ての乗客により入力されなければならない。エレベ
ータ装置の制御装置は、乗客の移動行き先入力に基づいて、最適な移動時間を乗客のため
に確保するエレベータを乗客に知らせる。行き先呼び出し制御装置を有するエレベータ装
置は、例えば国際公開第０１／７２６２１号パンフレットに記載されている。行き先呼び
出し制御に基づくエレベータ装置の機能の基盤は、統制のとれた行き先呼び出しの入力で
ある。
【０００３】
　しかしながら、乗客のこの種の統制のとれた挙動を常に前提とすることはできない。グ
ループのうちの一人だけが行き先呼び出し入力を行なうといった状況が生じる可能性もあ
り、あるいは、一人が複数の行き先呼び出しをグループのために入力するといったことが
起こる可能性もある。しかしながら、この場合、人の数は、行き先呼び出し入力の数と一
致しない。行き先呼び出し制御装置が正確に動作されない状態における行き先呼び出しの
統制がとれないこの入力は、多くの人を同時に１つの階から例えば１階（ｇｒｏｕｎｄ　
ｆｌｏｏｒ）まで搬送しなければならない場合において頻繁に生じ、乗客の大半は全ての
エレベータが１階に向かって移動することを知る。したがって、所定の労働時間が存在し
且つ１つの会社の多くの会社員が自分のオフィス空間からほぼ同時に出て１階に移動する
場合には、行き先呼び出しの統制がとれない入力が恒常的に生じ得る。これにより、エレ
ベータケージは、通常、全ての乗客が行き先呼び出し入力により自分の移動行き先を個別
に予約した範囲を超えて、上側の階で既に満載状態となる。エレベータの割り当てを行な
う行き先呼び出し制御は、予約された行き先呼び出しからのみ進行する。
【０００４】
　したがって、このような問題の結果、更に下側にある階における乗客の行き先呼び出し
入力が、満載状態のエレベータケージに割り当てられ、そのため、割り当てられたエレベ
ータケージによってこれらの乗客を搬送することができなくなる。しかしながら、満載状
態にもかかわらず、エレベータケージは、行き先呼び出し入力が登録され且つ行き先呼び
出しが対応するエレベータケージに割り当てられた全ての階で停止する。これにより、１
階よりも上の階で降りたいと考えている一人の乗客が既に満載状態のエレベータケージに
割り当てられるといった状況を招く虞がある。その後、エレベータケージは、乗客が乗ろ
うとしているがエレベータケージが満員であるために乗客が乗ることができない階で停止
する。その結果、エレベータケージは、乗客が降りたがっていた階でも停止するが、誰も
降りない。
【０００５】
　行き先呼び出しの統制がとれない入力により、搬送時間がかなり長くなり、これにより
、最終的に、搬送能力が低下し、搬送能力が低い建物において特に待ち時間が非常に長く
なる。
【０００６】
　過積載状態のエレベータに対する行き先呼び出しの割り当てを防止する監視回路を有す
るエレベータのグループ制御装置は、欧州特許第０３０１１７３号明細書に記載されてい
る。しかしながら、予約された乗客に基づいて過積載が決定されるため、開始点は、行き
先呼び出しの注意深い入力である。
【０００７】
　国際公開第０３／０２６９９７号パンフレットには、行き先呼び出し入力を入力しなか
った乗客の数を決定することができるように積載量を連続的に測定することにより、エレ
ベータ積載量が測定されるエレベータ装置が記載されている。
【特許文献１】国際公開第０１／７２６２１号パンフレット
【特許文献２】欧州特許第０３０１１７３号明細書
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【特許文献３】国際公開第０３／０２６９９７号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、行き先呼び出し制御装置の不正確な動作に伴う前述した問題を回避するとと
もに、エレベータ装置を制御するための方法および搬送時間を最適化でき且つ搬送能力を
最大にできるエレベータ装置を示唆するという目的を有している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明において、この目的は、エレベータ装置を制御するための方法の場合、瞬間の積
載量が満載パラメータと比較され、満載パラメータを超える場合にバイパス機能が作動さ
れるという前述した特徴によって果たされる。この場合、バイパス機能は、エレベータケ
ージの片道（ｈａｌｆ　ｃｉｒｃｕｉｔ）中に通り過ぎる階であって行き先呼び出しが予
約されている階のために作動される。本発明において、「片道」とは、言うまでも無く、
エレベータケージの反転地点間でのエレベータケージの行路のことを意味している。
【００１０】
　前述した目的は、更に、請求項９に記載のエレベータ装置によって果たされる。
【００１１】
　本発明は、下方への移動が支配的な場合に「ダウンピークトラフィック」と称されるピ
ーク時間が特定の時間にだけ生じるという考え方を基本としている。本発明に係る方法を
用いると、行き先呼び出し制御装置が不正確に動作し得る場合であっても、これらのピー
ク時間において、待ち時間が均一になり、搬送能力の利用が最適化される。バイパス機能
により、満載状態のエレベータケージが降車する次の行き先へと直接に向かい、途中の階
で待っている乗客の行き先呼び出し入力が次のエレベータの片道へと移される。
【００１２】
　本発明に係る方法の有利な実施形態は、請求項１から８により推論することができ、ま
た、本発明に係るエレベータ装置の有利な実施形態は、請求項１０から推論することがで
きる。
【００１３】
　本発明の有利な実施形態においては、バイパス機能が作動されると、エレベータケージ
は、瞬間の積載量が再び満載パラメータを下回るまで、行き先呼び出し制御装置によって
予約された行き先呼び出しが存在し且つ片道の乗客が搭乗したいと考える階へと移動しな
い。これにより、満載状態のエレベータケージは、既に予約されている階に停止する必要
なく、また、搬送時間を消耗することなく、高い階から１階またはメイン停止階へと直接
に向かう経路に沿って移動する。
【００１４】
　本発明の有利な実施形態において、満載パラメータを超える前に予約され且つ片道時に
処理されなかった行き先呼び出しは、移動方向が同じ優先的な片道へと移され、優先的な
片道は、好ましくは、最初の片道後にエレベータケージによって扱われる。これにより、
満載状態のエレベータケージが１階またはメイン停止階に到達した後、エレベータケージ
は、上の階へと直接に向かう経路に沿って移動するとともに、このエレベータに既に割り
当てられたが満載状態のエレベータケージに起因して最初の下向きの片道時に搬送できな
かった乗客を集める。
【００１５】
　本発明の有利な実施形態においては、満載パラメータを超える前に予約され且つ最初の
片道及び／又はその後の優先的な片道で処理されなかった全ての行き先呼び出しが処理さ
れた場合にのみ、満載パラメータを超えた階へエレベータケージが再び移動される。これ
により、上向きの片道中にあるエレベータが、自分の行き先を入力したのが全ての乗客で
はなかった階へ戻り、既に予約していた乗客無くしてエレベータケージが満載状態になる
といったことが回避される。したがって、最初の下向きの片道の状態の繰り返しが避けら
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れる。
【００１６】
　本発明の更に有利な実施形態においては、満載パラメータを超える前に予約された全て
の行き先呼び出しを処理した後、エレベータは、通常のモード（バイパス機能が無い動作
）に設定される。したがって、搬送されなかった全ての乗客が、バイパス機能に起因して
移動されなかった階から、１階またはメイン停止階へと搬送された後においてのみ、新た
に入力された行き先呼び出しを、行き先呼び出し制御装置により、エレベータ装置に対し
て再び割り当てることができる。
【００１７】
　瞬間の積載量の測定は、ドアが閉じた時点で行なわれることが有益である。したがって
、エレベータの積載量がもはや変化することはあり得ず、そのため、エレベータケージの
瞬間の積載量と満載パラメータとの間の比較において誤りが生じる可能性はない、という
ことが達成される。
【００１８】
　本発明の更に有利な実施形態においては、行き先呼び出し制御装置によって予約された
乗り降りする乗客から、空き場所が計算され、空き場所の数が、片道で通過する階におけ
る乗客の行き先呼び出しの数よりも大きい場合にのみ、エレベータケージが１つの階へ移
動する。この実施形態によれば、バイパス機能がＯＮされているにもかかわらず、メイン
停止位置の前に降りる乗客に起因してエレベータケージ内に生じる空き場所を埋めること
ができる。この種の場合、空き場所の数を計算することにより、１つの階で待っている全
ての乗客を受け入れることができる十分な数の空き場所が存在する場合にだけ、エレベー
タを停止させることができる。したがって、不必要な停止が避けられる。１階と満載パラ
メータを超えた階との間に位置する階は、この階にいる乗客の少なくとも１つの行き先呼
び出しが処理されなかった場合には、移動されない階として数えられる。エレベータケー
ジが停止することなく通り過ぎた階は、移動されない階として数えられる。これに対して
、バイパス機能が作動しているにもかかわらず乗客が降りたためにエレベータが移動した
階は、この階から全ての乗客が搬送された場合に、移動された階として数えられる。
【００１９】
　本発明の更に有利な実施形態においては、瞬間の積載量が満載パラメータよりも大きい
エレベータケージの移動の開始（ｓｔａｒｔ）を数えるカウンタが設けられる。この種の
実施形態においては、この種の満載移動の最大数のための所定の設定可能な値を超えた場
合にのみ、バイパス機能が作動される。この種の実施形態により、行き先呼び出し制御装
置のたった１つの不正確な動作によって直ちにバイパス機能を作動させないようにするこ
とができ、それにより、乗客にとって不可解なエレベータケージの移動を抑えることがで
きる。
【００２０】
　これに関連して、瞬間の積載量が満載パラメータよりも小さくなるエレベータケージの
各開始に伴って、カウンタの値が減少されることが有益である。したがって、バイパス機
能が必ずしも必要でない場合、例えば所定の時間内または一般的な状況においてではなく
偶然のみでエレベータケージが満載状態となった場合に、バイパス機能の作動が避けられ
る。また、バイパス機能の作動を所定の時間（時間周期）によって監視できることが有益
である。この場合、上記時間は、バイパス機能の作動及び／又は停止のためのカウンタの
値と共用される。この目的のため、時間が例えば５分に設定され、バイパス機能の作動の
ためのカウンタの値が、定期的に、例えば２分毎に、減少される。定期的な減少により５
分の時間が経過するだけでなくカウンタの値がバイパス機能の作動のための値を下回った
場合にのみ、また、優先的な片道がもはや存在しない場合に、バイパス機能が停止される
。
【００２１】
　本発明の更に有利な実施形態においては、カウンタの値がバイパス機能の停止のための
値を上回った場合に、バイパス機能の作動が行なわれる。このようにすれば、作動と停止



(6) JP 4960585 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

との間を行ったり来たりするバイパス機能の不必要な切換えを避けるヒステリシス機能が
達成される。
【００２２】
　本発明の更に有利な実施形態においては、エレベータ装置がエレベータ群を備え、バイ
パス機能がエレベータ群の各エレベータ毎に別個に作動できる。そのため、搬送されなか
った乗客をエレベータが移動しなかった階に搬送するために挿入されるべき優先的な片道
を、関連するエレベータによって単独でカバーし又は扱うことができる。他の実施形態に
おいて、バイパス機能は、エレベータ群に属する全てのエレベータのために共通に作動さ
れる。この場合、エレベータが移動しなかった階であって、優先的な片道中に乗客が待っ
ている階を扱うため、エレベータの一部だけが使用される。その結果、このエレベータ群
に属する他のエレベータは、通常のモードで再び動作することができ、あるいは、過積載
が生じた階を優先的に扱うためにバイパス機能で更に動作することができる。
【００２３】
　本発明の更に有利な実施形態においては、バイパス機能が作動する上向きの移動方向の
場合、入力された全ての行き先呼び出しは、下方に向かう最初の優先的な片道に対して割
り当てられる。これは、特に、バイパス機能が作動された状態でエレベータケージが１階
またはメイン停止階に配置され、且つその次の移動方向が上向きの移動方向である場合に
必要とされる。したがって、このケースでは、上向きの移動方向である場合、エレベータ
が移動されなかった階で立ったまま待っている乗客は、次の下向きの優先的な片道の場合
に移動され、自分の行き先呼び出しが扱われる。
【００２４】
　本発明の更に有利な実施形態においては、バイパス機能が作動する下向きの移動方向の
場合に、最初の下向きの優先的な片道でエレベータケージの位置よりも下側で入力された
全ての行き先呼び出しが扱われ、エレベータケージの位置よりも上側で入力された全ての
行き先呼び出しは、次の下向きの優先的な片道において扱われる。これにより、バイパス
機能が作動され且つエレベータケージの位置が上側の階にある場合、エレベータケージの
位置よりも下側の行き先呼び出しを最初の下向きの優先的な片道において扱うことができ
、過積載が生じた階よりも上側にある行き先呼び出しを次の下向きの優先的な片道におい
て扱うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面に概略的に示された実施形態の例に基づいて、本発明を詳細に説明する。
【００２６】
　行き先呼び出し制御装置の不正確な動作の問題が図１に概略的に示されている。図１は
、建物の１８個の階を示している。また、片道ＨＲ１からＨＲ５が矢印で示されている。
エレベータケージＥＣが１５階に配置されている。上記問題を説明するために、以下の状
態を考える。
【００２７】
　通常の一般の人々の往来が建物内で行なわれているが、同時に、会議が１０階で終了し
ている。実質的には、殆ど全ての会議参加者は、１階にあるメイン停止位置へ移動したい
と考えているが、ほんの僅かな会議参加者は、行き先呼び出し入力のための端末を作動さ
せたいと考えている。この結果、行き先呼び出し制御装置は、待っている人の数を誤って
知らされるとともに、１０階よりも下側の人を乗せるという行き先呼び出しをエレベータ
に割り当てる。
【００２８】
　以下では、数値例により、これを説明する。その場合、１５人定員のエレベータケージ
を定義する。１０階では、行き先１を有する７人の搭乗者が行き先呼び出し制御装置によ
って割り当てられている。このことは、７人の会議参加者だけが行き先呼び出しを入力し
たことを意味している。８階では、移動先が５階である２人の搭乗者が割り当てられてい
る。６階では、行き先が１階である１人の搭乗者が割り当てられ、１２階では、１５階に
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移動したいと考えている３人の搭乗者が割り当てられている。エレベータケージＥＣの行
路は、いわゆる片道ＨＲ１、ＨＲ２、ＨＲ３、ＨＲ４、ＨＲ５内で計画される。その場合
、片道ＨＲは、反転する２地点間での１方向における行路を表わしている。行路には、途
中の停止位置も含まれている。少なくとも１人の乗客が割り当てられる階は、プラス「＋
」で示されている。１人の乗客が降りたいと考えている階は、マイナス「－」によって特
徴付けられている。報告された７人の乗客の代わりに１５人の乗客が１０階で乗る場合、
エレベータケージＥＣは、完全に一杯となり、もはや８階および６階で乗客を拾うことが
できない。しかしながら、それにもかかわらず、エレベータケージＥＣは、８階および６
階で停止する。また、５階でも、エレベータケージＥＣは、エレベータケージＥＣが既に
８階では満杯であったためにエレベータケージＥＣ内に全くスペースを見出せない８階か
らの予約された搭乗客のために停止する。
【００２９】
　１２階および１５階へと向かう上向きの片道に続いて、更に、搭乗者は、１０階で搭乗
する。８階および６階で待ち続ける乗客が再び自分達の行き先呼び出しを行ない、これら
が片道ＨＲ３において気付かれる場合であっても、エレベータケージが再び１０階で満杯
になる可能性がある。つまり、エレベータケージが完全に塞がり、８階および６階の乗客
に対する状況が繰り返されるようになる。
【００３０】
　図２は、本発明に係る方法を概略的に示している。この場合も同様に、１８個の階が示
されており、エレベータケージＥＣが１５階に配置されている。乗客の数は、図１に基づ
いて前述した例と同様である。エレベータケージＥＣの瞬間の積載量を測定する積載量測
定装置によってエレベータケージＥＣの満載状態が認識されると直ぐに、最初の片道ＨＲ
１中にバイパス機能が既に作動され、この機能は、８階および６階の乗客の行き先呼び出
しを、次の優先的な片道ＨＲ３へとずらすとともに、１２階における１５階への上方向の
呼び出しを、片道ＨＲ２から片道ＨＲ４へとずらす。また、これに応じて、新たに入力さ
れた全ての行き先呼び出し、例えば１０階での行き先呼び出しは、優先的な片道ＰＨＲ３
後の片道ＨＲ４、ＰＨＲ５へ移される。したがって、エレベータケージＥＣは、バイパス
機能により、１階で乗客が降りた後、最初の片道ＨＲ１で搬送されなかった乗客を搬送す
るため、８階、６階、５階に向かって上方に移動する。１２階の乗客は、１５階に向かう
次の上方への片道ＨＲ４で搬送される。放って置かれた全ての乗客が搬送された後におい
てのみ、後に入力された１０階からの行き先呼び出しが考慮される。新たな行き先呼び出
しの割り当てにおいては、エレベータ装置の別のエレベータが状況を楽にするのに役立つ
。
【００３１】
　また、バイパス機能は、更なる環境に基づいて、前述した状況以外にも作動する。した
がって、行き先呼び出し制御装置の単なる無作為な誤った入力によるバイパス機能の不必
要な作動が回避される。これを可能にするため、満載状態を超えるエレベータケージの開
始（ｓｔａｒｔ）を値ＣＦＬＤＰまでカウントするカウンタが設けられる。その後、バイ
パス機能は、例えば連続する片道ＨＲにおいて満載状態を３回（ＣＦＬＤＰ＝３）超えた
場合にだけ作動する。１つの片道ＨＲで満載状態を超えない場合には、値ＣＦＬＤＰが再
び減少される。したがって、バイパス機能の作動の必要性は、より正確に規定される。
【００３２】
　また、バイパス機能の停止は、時間管理された方法で行なうこともできる。その目的の
ため、時間ＴＤＰおよび値ＣＦＬＤＰが使用される。時間ＴＤＰは、満載パラメータを最
初に超えた後に動き始める。また、エレベータケージＥＣの瞬間の積載量が満載よりも少
ない最初の開始後においてのみ、時間ＴＤＰが動き始めるようになっていても良い。しか
しながら、バイパス機能は、値ＣＦＬＤＰ以外に、所定の値ＤＰＯＦＦに達した場合にだ
け停止される。この実施例において、カウンタの値ＣＦＬＤＰは、定期的に減少される。
【００３３】
　作動と停止との間を行ったり来たりするバイパス機能の不必要な切換えを避けるため、
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バイパス機能の作動または停止においては、値ＤＰＯＮおよびＤＰＯＦＦでヒステリシス
を実施することができる。
【００３４】
　エレベータ装置を制御する前述した方法は、行き先呼び出し制御装置の不正確な動作に
関する許容範囲によって特徴づけられる。方法は、主に、実際に行き先呼び出しが予約さ
れているがエレベータケージＥＣの積載量に起因して乗客が乗ることができない８階、６
階、５階で、片道ＨＲ中に、満載状態のエレベータケージが停止することを防止するバイ
パス機能によるものである。したがって、方法は、エレベータケージＥＣの搬送能力の最
適な利用に寄与するとともに、乗客の迅速な搬送を確保する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来技術に係る行き先呼び出し制御装置の不正確な動作における場合の問題を説
明するための図を示している。
【図２】本発明に係るバイパス機能を説明するための図を示している。
【符号の説明】
【００３６】
　ＨＲ　片道
　ＥＣ　エレベータケージ

【図１】

【図２】
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